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⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 最終調整

現状と
背景

　市債のうち振替債（証券の券面を発行せず、コンピュータ上の振替簿において
管理）については、償還時に事務手数料が必要でありその支払を行う。
《市債》
　投資的事業（代表例は学校建設や道路築造等）などを行う際に、単年度では財
源確保が難しいことや住民負担を世代間で公平化（施設を利用する全世代で負
担）するために借り入れる市の長期借入金

　市債のうち振替債については、償還終了まで元利金支払手数料の支払
いを行う。
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